
令
和
四
年
法
務
省
令
第
四
十
二
号

非
訟
事
件
手
続
法
第
九
十
条
第
八
項
及
び
第
九
十
一
条
第
五
項
並
び
に
家
事
事
件
手
続
法
第
百
四
十
六
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
方
法
等
を
定
め
る
省
令

非
訟
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
九
十
条
第
八
項
（
同
条
第
十
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
九
十
一
条
第
五
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
家
事
事

件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
百
四
十
六
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
百
九
十
条
の
二
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
九
十
条
第
八
項
及
び
第
九
十
一
条
第

五
項
並
び
に
家
事
事
件
手
続
法
第
百
四
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
方
法
等
を
定
め
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

（
公
告
の
方
法
）

第
一
条
　
非
訟
事
件
手
続
法
第
九
十
条
第
八
項
（
同
条
第
十
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

及
び
第
九
十
一
条
第
五
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
家
事
事
件

手
続
法
第
百
四
十
六
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
百
九
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
公
告
事
項
）

第
二
条
　
非
訟
事
件
手
続
法
第
九
十
条
第
八
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
所
有
者
不
明
土
地
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
土
地
（
共
有
持
分
を
対
象
と
し
て
所
有
者
不
明
土
地
管
理
命

令
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
共
有
物
で
あ
る
土
地
）
又
は
所
有
者
不
明
建
物
管
理
命
令
の
対
象
と
さ

れ
た
建
物
（
共
有
持
分
を
対
象
と
し
て
所
有
者
不
明
建
物
管
理
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
共
有

物
で
あ
る
建
物
）
に
係
る
所
在
事
項

二
　
供
託
所
の
表
示

三
　
供
託
番
号

四
　
供
託
し
た
金
額

五
　
裁
判
所
の
名
称
、
件
名
及
び
事
件
番
号

２
　
非
訟
事
件
手
続
法
第
九
十
一
条
第
五
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
管
理
不
全
土
地
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
土
地
又
は
管
理
不
全
建
物
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
建
物
に

係
る
所
在
事
項

二
　
供
託
所
の
表
示

三
　
供
託
番
号

四
　
供
託
し
た
金
額

五
　
裁
判
所
の
名
称
、
件
名
及
び
事
件
番
号

３
　
家
事
事
件
手
続
法
第
百
四
十
六
条
の
二
第
二
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
不
在
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
出
生
の
年
月
日
又
は
被
相
続
人
の
氏
名
、
最
後
の
住
所
並
び
に
出
生
及
び
死
亡

の
年
月
日

二
　
供
託
所
の
表
示

三
　
供
託
番
号

四
　
供
託
し
た
金
額

五
　
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
人
の
選
任
又
は
同
法

第
八
百
九
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
相
続
財
産
の
管
理
人
の
選
任
に
係
る
家
庭
裁
判
所
の
名
称
、
件

名
及
び
事
件
番
号

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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